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開議 午前９時00分  

  開議の宣告 

○議長（若井千尋君） 皆様、おはようございます。 

 本日は一般質問の３日目でございます。よろしくお願いいたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（若井千尋君） 広瀬武雄君。 

○１５番（広瀬武雄君） 昨日の件で修正させていただきたいと思います。お願いします。 

○議長（若井千尋君） じゃあ、登壇席のほうにお願いします。 

○１５番（広瀬武雄君） おはようございます。 

 早速ではございますが、私の昨日の質問の１番目、ニトリ進出に伴う道路事情について、今

後の対応はいかがなものかという質問の中で、私がマックスバリュと発言いたしました部分が

ございますが、実はマクドナルドの間違いでございましたので、改めて訂正させていただきま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。以上です。 

○議長（若井千尋君） ただいま広瀬武雄君から昨日の会議における発言について訂正したいと

の申出がありましたので、これを許可します。 

 矢野環境水道部長。 

○環境水道部長（矢野隆博君） おはようございます。 

 発言の訂正を申出します。 

○議長（若井千尋君） 自席で。 

 矢野環境水道部長の発言を許します。 

○環境水道部長（矢野隆博君） 昨日の馬渕ひろし議員の下水道事業の今後の見通しの質問につ

いてということで、令和８年度から本体工事を着手する予定と答弁をさせていただきましたが、

正しくは令和６年度の誤りでしたので、発言の訂正を申出します、よろしくお願いします。 

○議長（若井千尋君） ただいま矢野環境水道部長から、昨日の会議における発言について訂正

したいとの申出がありましたので、これを許可いたします。 

───────────────────────────────────────── 

  日程第１ 諸般の報告 

○議長（若井千尋君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 １件報告します。 

 本日、市長から議案第82号令和４年度瑞穂市一般会計補正予算（第８号）の議案が提出をさ

れ受理しましたので、後ほど議題としたいと思います。 

※② 

※③ 

※②訂正発言 ※③訂正発言 
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 これで諸般の報告を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

  日程第２ 一般質問 

○議長（若井千尋君） 日程第２、一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順番に発言を許します。 

 16番 若園五朗君の発言を許します。 

 若園五朗君。 

○１６番（若園五朗君） 改めまして皆さん、おはようございます。 

 議席番号16番、新生クラブ、若園五朗。 

 ただいま議長の発言の許可をいただきましたので、一般質問通告書に沿って行います。 

 質問事項は５項目について。 

 森市長の再出馬、新庁舎建設事業の推進状況、ＪＲ穂積駅周辺整備・治水対策・幹線道路整

備、環境行政・市の情報発信について、教育行政について、質問席より行います。 

 初めに、森市長の再出馬についてお尋ねします。 

 市長におかれては、2019年の市長選で初当選されました。１期目は健幸都市みずほを掲げ、

ＪＲ穂積駅周辺整備の基本計画策定や下水道事業、特に下水道施設「アクアパークみずほ」の

整備に取り組まれてみえました。再出馬について、今まで進められてきた基盤整備がようやく

形になって見えてきましたと表明されております。 

 具体的に、引き続き森市長の再出馬の思い、市政における優先課題についてお尋ねいたしま

す。 

○議長（若井千尋君） 森市長。 

○市長（森 和之君） 皆さん、おはようございます。 

 若園議員から立候補に向けての再出馬の御質問をいただいております。 

 優先課題、課題というのは私もそうですが、皆様方もそうだと思います。自分自身の思われ

る理想と今の現実の差が課題だと思っております。そのような点、それぞれの事業において優

先する課題は幾つもございます。 

 目先のことで申し上げますと、来年度の予算編成は、この議会でも補正予算で提出をさせて

いただいているように、物価高騰の影響を受けて電気代だけでも１億数千万円の上昇があり、

その分に見合うだけの歳入が不足するということの予測がなされております。市民の皆さんか

らたくさんの要望をいただいたりしております。市民サービスの低下を招くことのないように

やらなければならないことを確実に優先的に進めていくということが、私の今の目下の課題だ

と思っております。 

 少し話題は変わりますが、今年から小学校、中学校においてランチミーティングというのを
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行う予定で進めておりましたが、もうこのコロナ禍の状況を見ながらどうすべきかなというこ

とを考えておりましたら、お昼休みミーティングというのを行うことができて、今年は３校、

南小学校、穂積中学校、そして本田小学校、来年にわたっては全ての小学校、中学校にお昼休

みミーティングというのを実施していきたいと思っております。 

 その中で、瑞穂市が今取り組んでいるような取組を子供たちに説明して、そして来年20周年

を迎える人権、平和、環境についても、子供たちといろんな意見交換をするような場面があり

ました。 

 ある学校では、英語の検定や漢字の検定など、どんどん学習をしていきたいという、そんな

意見もありました。ある中学校では、瑞穂市のスポーツ施設、市長さん何とか整備がならない

のでしょうかというような、そんな声も聞こえました。また、ある学校では、高齢者の方々を

思いやるような、そんなみずほバスのダイヤの編成などの子供たちの意見も伺ったというよう

なことで、来年度の予算編成は厳しくなると思いますが、一つでも取り入れていきたいという

ことを思っております。 

 昨日もお話をしましたが、今取り組んでおります地方創生の３つの拠点のほかに、岐阜・巣

南・大野線、いよいよ形になって見えてまいります大野神戸インターへつながる先の線につい

て、さらには市街化区域への調整区域を編入するといったそんな課題についても、いろいろ皆

様方の御協力を得ながら相手があることになりますので、これらの優先課題についても議員の

皆さんと一緒になって取り組んでいきたいということを思っております。 

 私のビジョンは引き続き、誰もが健康で生きがいを持ち暮らせるみずほのまちづくりの、そ

の幸せを感じる機会を創出するのが私の使命だと考え、来年の４月の瑞穂市長選挙に立候補を

表明するということで、昨日、一昨日にもさせていただきましたので、その辺りについての今

回の優先的な課題ということですが、課題は幾つもございますので、それを全て答弁すること

はできませんので、１つだけ上げると来年度の予算編成が少し厳しい状況にあるということを

お話しさせていただきました。以上で答弁とさせていただきます。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 若園五朗君。 

○１６番（若園五朗君） 瑞穂市市長選に再選を目指して立候補を表明されました。第２次総合

計画後期計画の３年目となり、引き続き瑞穂市の将来像である誰もが未来を掲げるまちみずほ

を達成するため、分野別重点施策を中心に着実に進めていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 新庁舎建設事業の推進状況についてお尋ねします。 

 第２回の新庁舎建設検討委員会が開催されたと聞いておりますが、どのような内容ですか。

また、今後のスケジュールについてお尋ねいたします。 
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○議長（若井千尋君） 石田総務部長。 

○総務部長（石田博文君） 改めまして、おはようございます。 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 新庁舎建設検討委員会につきましては、第２回目の委員会が去る11月25日金曜日、午後６時

から穂積庁舎第１会議室におきまして開催され、委員総数12名のうち10名の委員が出席し、傍

聴の方も１名ございました。 

 今回は、新庁舎建設基本構想で掲げられた基本理念、市民の安心を支え、夢あふれ未来につ

ながる庁舎の達成を目指し、新庁舎を取り巻く考え方や方向性といった、言わば土台に当たる

部分の整理を行うため、将来に向けた新庁舎の在り方についてを議事として新庁舎建設を契機

としたまちづくりの考え方について及び新庁舎建設を契機としたまちづくりに必要な機能につ

いてという２つの項目について意見交換をいただきました。 

 先般の総務委員会協議会で既に御報告はさせていただいておりますが、主な意見といたしま

して、複数の施設を１つに統合した場合、新庁舎そのものがかなりの拠点性を持つと考える。

庁舎を統一して１つの大きな拠点とするのか。もしくは新庁舎という新たな拠点を別の場所に

設け、他の拠点とのアクセスを考えるのか。その上で新庁舎の役割を考えたほうが建設場所の

選定のときに話がすっきりするのではないか。 

 建設場所によって必要な機能が変わってくる。子育て世代や高齢者には配慮し、また駐車場

の必要性はかなり高いと考える。 

 防災に対応するというのは重要なポイントであるし、物流などの交通網も重要になってくる。 

 災害時には病人などを受け入れられる施設に展開できるとよい。 

 利便性の観点から見ると、現在の穂積庁舎の位置が県庁にも近いのでいいのではないか。 

 人口重心に配慮してはどうか。 

 あと逆に、狭い市で移動時間もあまり変わらないので、人口重心に配慮する必然性は感じな

い。 

 子供たちの憩いの場になってほしいので、勉強できる場所やいろいろな機能をつけるのであ

れば、真ん中にあったほうが徒歩や自転車で行けるのでよい。 

 シンボル的な庁舎は中心にあるほうがよい。 

 人が動く活気のあるところに新庁舎を造るべきと考える。 

 国道21号線と旧国道21号線との間、朝日大学の南が適地であると考える。朝日大学との連携

ができることや開発できる土地があるので、シンボル的な庁舎を立地させれば周辺の開発が進

むことが期待できる。 

 周辺を発展させるという意味から、新庁舎でなく別の施設により活性化をしてもらったほう

がよい。 
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 新庁舎は中心に建設し、ここの場所は総合センターの利用、巣南庁舎は公民館機能での利用、

分散した３つの拠点ということで防災の際にもそれぞれの場所で役割を果たしていけばよい。 

 穂積駅周辺整備事業と並行して新庁舎を進めてはどうか。 

 穂積駅は渋滞がすごく、車で移動するのであれば駅の近くに建設しなくてもいいのではない

か。 

 先日、市長室の前に幼稚園児が集まっているのを見たときに、これが市役所だと感じた。地

域の人が何げなく足を運べる、行けば誰かと話せるというシステムが大切であり、場所の遠い

近いはあまり気にならないのではないか。 

 フリースペースや公園、カフェがあれば、市民の憩いの場になる。 

 公園、フリースペース、図書館があると非常に理想的な庁舎になる。 

 防災機能については最重要であると考える。 

 浸水対策として新庁舎の１階は全面駐車場にするとよい。 

 市民センターと庁舎が近いことの利便性は何かあるのか。市民センターと庁舎が近いことに

ついて、機能面ではあまり近くにある必要はないと感じるが、駐車場を共有できるのは利点で

ある。 

 ふだん使いされる場所を防災拠点として位置づけることで、いざというときに自然と足を運

び集まることができるという利点がある。 

 公民館を統合した場合、既存施設の跡地はどうなるのかといった内容の意見があり、約１時

間半にわたりまして熱心な討論をしていただきました。 

 次回の３回目の委員会につきましては、今回いただきました意見を整理いたしまして、候補

地となり得るエリアの抽出を行う予定としております。開催は年が明けました令和５年１月20

日を予定しております。以上でございます。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 若園五朗君。 

○１６番（若園五朗君） 質問のまとめとして、2032年、10年後には新庁舎建設の計画がありま

す。新庁舎建設の候補地選定など新庁舎建設には多くの課題があります。建設には公正・公平

な行政運営をお願いして、次の質問に移らせていただきます。 

 ＪＲ穂積駅周辺整備事業についてお尋ねします。 

 ＪＲ穂積駅周辺整備事業の整備計画は、令和４年９月に公表されたところでございます。基

本計画の進捗状況と今後のスケジュールについてお尋ねいたします。 

○議長（若井千尋君） 桑原都市整備部長。 

○都市整備部長（桑原秀幸君） おはようございます。 

 ＪＲ穂積駅周辺整備事業は、本市における地方創生の３つの拠点として位置づけている事業
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の一つで、令和４年９月には瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点構想に基づき、穂積駅周辺のまちづく

りの指針となる基盤整備の基本的な方針とロードマップを定めた瑞穂市ＪＲ穂積駅周辺整備基

本計画を策定しました。 

 この基本計画では、駅周辺の将来イメージを実現してくための整備内容を整理し、それを具

現化していくために一体的に整備することが効果的な範囲を優先的に整備するエリアに設定し、

まちづくりの事業化検討を進めることとしています。 

 特に、優先的に整備するエリアの中の駅南側のエリアにつきましては、駅前広場への公共交

通の乗り入れ情報等から、駅周辺整備による利便性の向上と魅力の創出への即効性が高いこと

から、早期に事業が促進できるような事業展開を図ることとしております。 

 この基本計画に基づきまして、現在地権者や地域の皆様などと事業化に向けた事業計画の策

定に係る協議、調整や合意形成、整備検討状況の情報共有などを目的とした取組を進めていま

す。具体的には、優先的に整備するエリア内の区長、自治会長、民生委員などによる穂積駅南

北地区連絡会を令和４年９月に設立するとともに、同エリア内の駅南側の土地所有者などを対

象とした地権者説明会を開催し、令和４年11月に穂積駅南地区地権者協議会を設立しました。 

 今後、地権者協議会などにおきまして、駅周辺のまちづくりの推進に関することや土地活用

の検討などを進め、事業化に向けた合意形成を図っていきたいと考えております。 

 また、都市計画決定を目指した関係機関との協議も並行して実施し、スムーズに事業化が図

られるよう事業を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上で

ございます。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 若園五朗君。 

○１６番（若園五朗君） 令和４年９月に瑞穂市ＪＲ穂積駅周辺整備計画を策定されました。穂

積駅南地区地権者協議会も設立されましたところでございます。駅周辺に人が集まり交流でき

る環境整備と生活利便性向上による居住促進を願っているところでございます。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 令和４年11月18日、岐阜県の河川及び道路事業に関して、岐阜土木事務所へ要望に行かれた

とお聞きしておりますが、つきましては、以下の２点について県からどのような回答があった

のかお尋ねします。 

 １つ目は、犀川河川改修についてお尋ねします。 

 十九条橋上流の十九条堰の左岸側の計画について、令和４年８月３日に地元地権者に説明が

あったとお聞きしています。その後、計画策定や最近の工事の進捗状況についてお尋ねします。 

 もう一つの質問ですが、岐阜・巣南・大野線、重里地区・森地区（東海環状自動車道アクセ

スルート）の整備推進状況についてお尋ねします。 



－１９１－ 

 第３回瑞穂市議会定例会の一般質問、用地買収の進捗状況に調整監が答弁されています。そ

の後、計画策定や最近の工事の進捗状況についてお尋ねいたします。 

○議長（若井千尋君） 宇野調整監。 

○調整監（宇野真也君） おはようございます。 

 若園五朗議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 要望に関しては、初日の議会で市長のほうが答弁させていただきましたとおり、結果につい

ては報告させていただいておるところでございますが、少し詳細な部分について私のほうから

お答えさせていただこうと思っております。 

 まず犀川の河川改修に関する御質問でございます。これにつきましては、平成31年１月に地

元の住民さんに十九条橋から上流、ちょうど巣南の庁舎の下流、長護寺川合流地点までの河川

改修の計画ですが、それの説明会を行わせてもらってスタートしている部分でございます。 

 工事に関しましては、十九条橋上流右岸側で一部用地を買収いたしまして、治水上ネックと

なっております取水堰付近の河道掘削工事に近々に着手しております。８月に地権者に説明さ

せていただいたとおり、左岸側につきましては新たな取水堰から十九条地内へ水を送る水路等

で必要となる用地取得のための測量が発注されたというふうに聞いております。 

 また、河川改修により改築が必要となる市道橋の一つ、西ノ倉橋の詳細設計が今年度完了す

るとのことでした。今後、引き続き取水堰の改築工事を実施する予定と聞いております。 

 もう一つ、道路に関しまして、主要地方道岐阜・巣南・大野線バイパス整備につきましてで

すが、用地処理にめどがついたことにより、県の９月補正で予算確保していただき、今年度中

に現地の測量及び橋の予備設計を発注していただけると聞いております。平成11年に橋の詳細

設計が行われておりますが、設計基準の見直しや河川改修の変更などもあり、改めて設計検討

が必要になるとのことでした。 

 また、議員の言われます東海環状自動車道大野神戸インターチェンジまでの先線につきまし

ては、必要なものであるという認識でございます。ところが、現在進めている区間を優先して

進めるというふうなことを県のほうからは聞いております。以上でございます。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 若園五朗君。 

○１６番（若園五朗君） 質問のまとめとして、犀川河川改修につきましては、平成31年からス

タートして河川改修が行われています。近年の地球温暖化により、集中豪雨が発生して、田之

上、コノミヤ周辺においては道路冠水しているのが現状でございます。犀川河川改修が早期に

整備されることを望んでいるところでございます。 

 また、大野神戸インターのルートでございますが、2019年12月14日に大野神戸インターチェ

ンジは開通しております。岐阜・巣南・大野線、重里地区・森地区（東海環状自動車道アクセ
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スルート）の整備計画が推進されることを願っているところでございます。 

 次の質問に移ります。 

 リサイクル回収機、巣南庁舎内に設置についてお尋ねいたします。 

 リサイクル回収機、巣南校区内において現在３機設置されているところでございます。市民

の要望、高齢者などからは巣南庁舎に設置してほしいという声が聞いておりますが、市として

どのように考えておられるのか、お尋ねいたします。 

○議長（若井千尋君） 矢野環境水道部長。 

○環境水道部長（矢野隆博君） 改めまして、おはようございます。 

 現在、空き容器回収機は市内12か所に設置してあり、基本的な配置は各小学校付近を１か所

とし、また人口の密集地域や利用者が多いと見込まれる場所に設置してあります。 

 議員お尋ねの巣南庁舎に設置してはどうかについては、大変申し訳ありませんが周辺は人口

が密集しておらず、利用者が限定的と考えられますので、現状での設置は難しいと考えており

ます。 

 しかしながら、今後、空き容器回収機の更新時期には、若園議員の提案も考慮しながら適正

な配置を検討していきたいと考えておりますので、御理解いただけたら幸いです。以上です。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 若園五朗君。 

○１６番（若園五朗君） 質問のまとめとしてリサイクル回収機ですけれども、巣南庁舎３機、

穂積校区のほうは９機ということで、合併してから、その当時は４万7,000人の人口ですが、

今は５万5,508人いるので、巣南のほうは人口１万3,732人、こちらは４万1,776人ということ

で、大体財政力も人口も３倍ではございます。私の、10年か15年先には、またそういうような

地域の利便性を考えてもらえればよろしいと思います。答弁ありがとうございます。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 市の情報発信についてお尋ねします。 

 市の特産品等のＰＲはどのように発信しているのか。市の広報など情報発信、イベント、各

種行事がスマホでももっと系統的に分かりやすく識別、年間行事の発信する手だてはないでし

ょうか、お尋ねいたします。 

○議長（若井千尋君） 山本企画部長。 

○企画部長（山本康義君） 皆さん、おはようございます。 

 若園五朗議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 市から情報発信しているツールといたしまして、紙媒体である「広報みずほ」や特産品を紹

介する商工農政観光課が作成しておりますパンフレットですが、特産品ガイドというものがあ

ります。イベント等での配布のほか、市役所窓口とか市内の商業施設での配架をお願いして情



－１９３－ 

報発信をしております。 

 加えて、総合政策課では、インターネット上での情報発信もしております。「広報みずほ」

の電子版でありますカタログポケットによる外国語表記や音声読み上げ機能、また市の公式フ

ェイスブックでは、季節に合わせての特産品の紹介やイベントの告知、緊急情報に関しまして

はＬＩＮＥを活用した市民メールにて情報発信をしています。 

 また、特産品に関しては、ふるさと納税のサイトが、私どもは10サイト使っておりますので、

そういうところでも特産品を周知するということはできております。市が主催するイベント、

行事につきましては、市公式ホームページのトップページにありますイベント情報としてカレ

ンダーを掲示しております。この催物がある日の日付のところにアンダーバーがついておりま

す。そちらをクリックしていただくと、イベント内容の紹介ページへジャンプして閲覧すると

いうことができます。 

 また、年間行事につきましては、市魅力発信サイト「ちょっと気になるまちみずほ」のペー

ジ内に見どころ・年間行事のページが作成されております。春夏秋冬に向け行事等を紹介する

ほか、開催場所の地図も掲載をしております。 

 市公式ホームページは、インターネットの普及の中でパソコンでの閲覧をベースに作成され

ています。皆さんも御存じだと思いますが、まずはパソコンから来て、時代の経過とともにス

マホが普及してきたということです。現在では、スマートフォンの進化と普及によりまして、

多くの方がスマートフォンを利用されていますので、瑞穂市公式ホームページもスマートフォ

ンを利用している方を基本にしたページ設計の変更を行うべきと考えております。より系統的

に、より市民の方々に分かりやすくしたいと考えております。 

 同様の課題を抱えている自治体は多いということでございます。先進自治体のホームページ

のよいところを参考にしながら、掲載内容、表示の仕方、操作性向上等の改善を図りまして、

議員が言われるような年間行事が分かりやすいページづくりに取り組んでまいりたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 若園五朗君。 

○１６番（若園五朗君） 市の情報発信をされていますが、まだイベント、各種行事が今以上に

市民に分かりやすいように情報提供をお願いします。今答弁もありましたが、またいろいろと

各市町とか事例も含めて、職員でいろいろと研究していただきまして、今以上に利便性という

か市民が入りやすいような情報発信を御努力お願いします。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 子供の不登校についてお尋ねいたします。 

 全国的に不登校について問題になっているところでございます。現在、児童・生徒の不登校
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はどれくらいお見えですか。また、不登校に対し、どのような対策及び居場所づくり対策をさ

れているのかお尋ねいたします。 

○議長（若井千尋君） 服部教育長。 

○教育長（服部 照君） おはようございます。 

 瑞穂市内の小・中学校の不登校児童・生徒数ですが、現在小学校では26名、中学校では75名

となっております。今年度末の人数もほぼこれまでと変わらないという予想はしております。

瑞穂市の不登校児童・生徒数の出現率ですが、年度によって多少の違いはございますが、全国

や岐阜県とほぼ同程度という結果が出ております。新型コロナウイルス感染症の影響のために

不登校児童・生徒数が増加していると言われておりますが、瑞穂市においては、中学校で岐阜

県と同様にその影響が見られ、令和３年度の中学校における不登校生徒数は、これまでよりも

増加しました。しかし、小学校では減少している、そういった結果でございます。 

 中学校での増加のことにつきましては、新型コロナウイルス感染症の予防対策として実施し

ている様々な活動制限による集団生活や人間関係の不安、登校への抵抗などが推察されます。

中には、家庭環境の変化による生活リズムや情緒の乱れが要因となっている生徒もおります。

しかしながら、不登校の要因は新型コロナウイルス感染症による影響も一つの要因ではござい

ますが、それだけではなく個々の児童・生徒によって実に様々であり、複雑化しているという

のが現状でございます。 

 複雑化している要因につきましては、毎月学校から出される状況報告書を見てみますと、小

学校では不安、中学校では不安、無気力といったのが多くの割合を占めております。一人一人

の状況についてもう少し見てみますと、何がきっかけとなり今の状況になっているのかが学校

だけでなく本人や保護者にも分からないといった児童・生徒もおります。 

 このような状況の中で、要因についてできる範囲での分析や考察をしていくために、学校に

おいては組織的な対応を行うようにしております。学校生活の観察や家庭への電話連絡、家庭

訪問を通して得た情報を学年主任や生徒指導主事、管理職等と情報共有し、対応について検討

するなど組織的に進めております。その上で、保護者とも連携を密にしながら対応するように

しております。 

 また、不登校やその傾向を示す児童・生徒については、相談室や保健室など児童・生徒が生

活しやすい環境を確保したり、相談しやすいと考える教職員と話す機会を位置づけたりしてお

ります。その中で、児童・生徒や保護者がスクールカウンセラーやスクール相談員とのカウン

セリングを希望する場合には、教育相談担当者が日程調整を行ったり、カウンセリングから得

た情報や対応への助言を関係職員に伝達したりして対応に生かしているところです。 

 教育委員会では、教育支援センターアジサイスクールを設置し、学校での生活に抵抗のある

児童・生徒を受け入れる体制を整えております。ここでは、不登校児童・生徒の集団生活への
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適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善などのために相談や指導を行うこ

とにより、将来社会的に自立する力がつけられるようにしております。アジサイスクールは常

時２名の相談員が配置され、現在小学生２名、中学生７名の合計９名が通室しております。主

に午前中は自分で決めた学習を行い、相談員が必要に応じて支援し、午後は通室生同士の関わ

りを重視した活動を行っています。 

 また、相談員は通室生への対応だけでなく、市内の小・中学校に通う児童・生徒の保護者か

らの相談対応も行っています。そこで得た情報については学校と共有し、対応に生かしており

ます。このようにいろいろな対応を行っておりますが、不登校対応として大事にしていること

の一つに、新規の不登校児童・生徒を出さないということがあります。そのためにも、各学校

において魅力ある学校生活をキーワードに管理職を中心とした学校経営を進めております。 

 新型コロナウイルス感染症対策として学校生活に制限がかかる状況は続いておりますが、学

校と保護者、そして地域が連携して少しでも魅力ある学校生活をつくり出していけるようにと

考えております。以上でございます。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 若園五朗君。 

○１６番（若園五朗君） 私の質問の中で、不登校に対してどのような対策、居場所対策という

ことは今確認できたんですけれども、具体的にその対策の中で、職員とかその対応、そういう

もちろん教育委員会の方が見えるんですけど、どういうような人数で、どう対策を担当でやっ

てみえるかということを確認したいと思います。 

○議長（若井千尋君） 服部教育長。 

○教育長（服部 照君） 教育委員会や学校教育課の中に不登校を中心に対応する職員が１名お

りますので、その１名が先ほどのアジサイスクールの常時子供に対応している教育相談を担当

している２名の職員と常々連携を図りながらやっておりますし、学校教育課の職員が各学校の

教育相談担当者とも定期的に会議を持って情報収集に当たったり、実際には学校へ訪れて実態

を踏まえて指導するなど取り組んでおります。以上でございます。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 若園五朗君。 

○１６番（若園五朗君） 先ほど小・中合わせて101名の不登校の方が見えている、心理的に本

人もそうですが、家庭も大変ですけど、また教育委員会のほうもそれに対応していただけるこ

とを望んで、次の質問に移らせていただきます。 

 次の質問ですが、教員不足解消についてお尋ねします。 

 県教育委員会においては、新規採用教員の奨励金返還補助金制度創設の取組をされていると

ころでございます。瑞穂市においても、教員不足が生じています。現在、教員不足は何人か、
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教育委員会は教員不足解消に向けてどのような対策をされているのかお尋ねいたします。 

○議長（若井千尋君） 服部教育長。 

○教育長（服部 照君） 現在、瑞穂市内の小・中学校においては、年度途中に病気等で長期に

休んでいる先生が４名おります。補充するということの講師が見つかっていないので補充でき

ていないのが現状でございます。各学校の管理職の先生には、御自身のネットワークを活用し

ながら人材を探していただくようにお願いをしているところでございます。 

 教育委員会としましても、退職教員等を中心に教員免許を持つ方と連絡を取って人材を探し

たり、岐阜教育事務所、それから他市町の教育委員会と連携して講師を補充できるように一生

懸命努力しているところでございます。ただ、どの自治体においても補充する講師を確保する

ことが難しい現状があるということも実際にはございます。こうした教員不足を解消するには、

少しでも多くの人が岐阜県の教員採用試験を受験するような環境を整えることが一つの手だて

だと考えます。受験者が多ければ講師の確保にもつながるということです。 

 教員の採用につきましては、これは岐阜県の教育委員会が採用試験等を行って実施する事業

でございますので、教員不足については、岐阜県全体で取り組むことが課題となっております。

そのため、現在、岐阜県の教育委員会と教員の免許が取得できる県内の大学、県内の市町村教

育委員会の代表や校長会の代表のメンバーが会を持って、それぞれの立場で何ができるかとい

うところを議論しているという現状がございます。 

 市の教育委員会として行っていくこととしましては、日頃の学校生活において若手教員が教

員としてのやりがいを感じ、充実した勤務ができるよう若手教員に寄り添って検証していくこ

とがまずあると思います。また、ベテラン教員が退職後もこれらの経験を生かして活躍するこ

とができるように適材適所に配置をし、退職後も継続して勤務していただけるような働きかけ

を行っていくことが求められております。実際に、そういったことを行っております。 

 少し長い目で見れば、学校現場で教員の仕事の魅力を小・中学生に伝えて教員を志望する若

者を一人でも多くするような、そういった取組も大事だと考えております。以上でございます。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 若園五朗君。 

○１６番（若園五朗君） 教員不足は今４名と確認したんですけれども、例えば西小学校は今現

在児童数が205名、例えば穂積小とか牛牧小ですと610とか700で、学年ごとに２クラス、３ク

ラス。ところが、西小学校は１クラスですと校長先生、教頭先生、教務主任がもう補充に入ら

ないかんということで、現状として、もう校長先生も日曜日に出て、一生懸命クラスの方のテ

ストの点数をつけてみたり、非常に現場のことは全部教育長、知ってみえると思いますけれど

も、今の答弁の中で、さらなる県の採用かも分からんけれども、地元の現場の先生はすごく、

今以上にタブレット教えたり、非常に高度な教育、先生の教員ですので、そこら辺しっかりも
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っともっと市の教育委員会が力を入れて、今以上に御努力されることをお願いして、次の質問

に移らせていただきます。 

 幼児のマイクロバス・自家用車送迎時の置き去り対策についてお尋ねします。 

 最近痛ましいマイクロバス、自家用車送迎時の車の中、置き去りが発生しております。瑞穂

市においては、幼児のマイクロバス・自家用車送迎時の置き去り対策、教育委員会としてどの

ような対策をしておられるのか。また、職員、保護者に対し防止対策をどのように指導されて

いるのかお尋ねいたします。 

○議長（若井千尋君） 服部教育長。 

○教育長（服部 照君） 幼児のマイクロバス置き去り対策につきましては、９月の上旬に静岡

県牧之原市で発生した事件を受けまして、早速９月８日にバス下車時における園児の確認、そ

れから園児の出欠確認の現状について幼稚園に確認をするとともに、改めて注意喚起を促して

おります。その後、岐阜県教育委員会から11月21日付でスクールバスの運行に当たっての安全

管理の徹底についてという通知がございました。これを踏まえて、幼稚園では再度、園児の出

席状況の確認や職員側の見届け体制づくりなどを確認し、職員の危機管理意識を高めていると

ころです。その際に、市の教育委員会と幼稚園の管理職が改めてその出席確認の方法であると

か、置き去り対策の防止についてどういった実態かということを確認しております。実際に、

幼稚園のほうではきちっと対応しているということは確認できております。 

 具体的な方策として幼稚園が行っていることの内容ですが、園児のバスの乗り降りについて

複数の職員で確認を行ったり、バスの運転手が後部座席まで見届けて残った園児がいないかど

うか確認をしております。また、登園した園児の数を正確に把握するために、保護者から欠席

の電話連絡があった園児につきましては学級担任へ伝えるとともに、職員室で集約した一覧表

を使いまして、担当の職員が１クラスずつ巡回をして確認をするといったことを毎日決まった

時間に行っているところです。 

 安全管理については、こうしたこれまで行ってきた確認方法や見届けを確実に実施すること

が大事です。その上で、さらに安全管理を徹底するために、送迎用のバスの安全装置等につき

ましても、現在導入に向けて検討しているところでございます。以上でございます。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 若園五朗君。 

○１６番（若園五朗君） 全国的に置き去りが現状に発生する中で、瑞穂市もしっかり教育長を

中心に今施策というような防止対策を考えてみえることに対し、敬意を表します。非常にこの

間の高速道路でも、バスか何か逆に通ってばっとふわっとなったようなこと、本当に不具合の

ことばっかり発生していますので、さらなる対策を十分また状況が違いますけれども、今以上

の置き去り対策を御指導、またそのように教育委員会のほうで周知徹底していただくことをお
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願いします。 

 質問の最後になりますが、文化財の保管展示施設についてお尋ねいたします。 

 昭和51年９・12豪雨災害の企画展が11月２日から11月27日まで瑞穂市図書館にて行われてい

るところでございます。私も展示に、中を見て行ってきました。現在、市の図書館の郷土資料

コーナーで常設展示は、別府細工と柳行李の入れ替わりの展示が行われているところでござい

ます。寄託された円空仏・農具などの地域の郷土の資料を常設展示する場所が今のところござ

いません。瑞穂市の規模ですと、学芸員を置いて博物館や資料館を設置する必要があると考え

ますが、文化財の資料管理、常設展示について、どのような方策を考えておられるのかお尋ね

いたします。 

○議長（若井千尋君） 佐藤教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（佐藤雅人君） 改めまして皆さん、おはようございます。 

 議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 現在、郷土資料の常設展示は、図書館本館の２階の郷土資料コーナーのスペースでしかでき

ておりません。それ以前は、馬場公園内にある集会所が郷土資料館でしたので、もう少し多く

の展示品があったかと思っております。ただ、無人施設でしたので毎月第３日曜日の午後のみ

の開館で十分なサービスはできておりませんでした。その後、集会所へ明け渡すことになった

際に、旧もとす農協生津支店を活用できないか検討しましたが、やはり職員の配置等が課題で

資料館として活用できていません。 

 また、巣南公民館の２階の資料室もかつては郷土資料を展示して御覧いただくことができて

いましたが、現在は展示し切れない資料を保管する場所となってしまっております。郷土資料

の常設展示には、展示場所の広さと人員配置をクリアできるものでなければならないと考えて

おり、図書館に代わる最適な場所の選定に努めているところであります。 

 それから、文化財につきましては、現在デジタルアーカイブの取組が進みつつあり、今後検

討していきたいと考えておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。以上で答

弁とさせていただきます。 

〔16番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 若園五朗君。 

○１６番（若園五朗君） 佐藤事務局長の説明は現状を含めて、私も、失礼ですが19年議会をや

って、もう生津のあのＪＡの跡地のところは何回でも皆さん質問したり、資料館も置いてあっ

たり、馬場公園のところに置いてあったり、巣南の公民館の上のこっち側に置いたりというこ

とはよく分かります。 

 私が質問しておる中で、要するに瑞穂市の歴史ある財産が、ましてや倉庫、倉庫、倉庫、倉

庫で、それも図書館で本当の２階のところであるんじゃなくて、今回、中山道整備計画の中で
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そういう空き家を利用するとか、失礼ですけれども、中小とは言えんけれども、とにかくこの

沿道沿いにみんなが今歩いてみえるんですね。とにかく１か所にお金のかからん方法で考えて

ほしいということの質問をしたんです。現状は、私も何回でもそのことは聞いていますので、

銭がかからん方法で前に進めるその施策を、ゆっくり市長も中心に考えてほしいということで

す。 

 同じ質問をして同じことばっかりずうっと聞いておるばっかりで、もう一歩やっぱり足を前

へ出すような施策を考えてほしいということを私は言っておるんです。逆に、質問して答弁し

て、私だってそんなことしゃべれますので、そんなに批判はしていませんけど、とにかくみん

なが見られるように、その財産を、歴史あるのをやってほしいということを今質問しておるん

です。 

 私は、すぐあしたやってくれ、市長が当選してすぐにやってくれとは言いませんけど、とに

かく考えて市民の目線に立って、また、中山道を歩行される方の目線に立ってやってくれとい

うことを質問したんですので、さらなる教育長と中心、佐藤教育委員会事務局長、市長も中心

にしっかり施策を練ってお金がかからん方法で、空き家でもどこでもいいから、銭がかからん

方法で要するに考えてほしい。施策をやっぱり、この質問しておる中で答弁してほしい。苦情

も何も言っていない。ただただ、私のこの一議員としての質問ですので、再度ゆっくりお願い

いたします。 

 以上で一般質問を終わります。 

 今回の質問事項は５項目を質問させていただきました。これに対する執行部からの答弁は前

向きな答弁をいただきました。適正な行政執行について御配慮をお願いいたしまして、一般質

問を終わります。 

○議長（若井千尋君） 16番 若園五朗君の質問を終わります。 

 議事の都合によりしばらく休憩します。 

休憩 午前９時55分  

再開 午前10時05分  

○議長（若井千尋君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ７番 森清一君の発言を許します。 

 森清一君。 

○７番（森 清一君） 皆さん、改めておはようございます。 

 傍聴の皆様、寒い中、傍聴ありがとうございます。 

 令和４年12月議会最後の登壇者となります。議席番号７番、創緑会、森清一でございます。 

 ただいま議長に発言のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 さて、私の質問は１つ目に、今年度のふるさと納税が当初予算額に対して大きく伸びている
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ということから、ふるさと納税について、２つ目に、令和４年度瑞穂市地方創生の３つの拠点

の一つであるＪＲ穂積駅周辺整備とＥｘＳｉｔｅサードプレイスについて、３番目に、森市長

が掲げておられる健幸都市みずほを実現するための一つとして設定された瑞穂市ウオーキング

コースの安全確保についての３項目であります。 

 以下につきましては、質問席において質問させていただきますので、よろしくお願い申し上

げます。 

 まず、１つ目の質問であります。 

 ふるさと納税について質問いたします。 

 この12月議会の議案第77号令和４年度瑞穂市一般会計補正予算（第７号）の歳入で、今年度

のふるさと納税が当初予算額に対して大きく２億2,800万円も伸びて７億7,810万円になると見

込んでおります。そのふるさと納税について質問いたします。 

 近隣市町においては、前年度のふるさと納税額は増額していたように思いますが、今年度に

おいては、ふるさと納税額が減少している市町もあると聞いております。最近の新聞やテレビ

などの情報においては、ふるさと納税が好調であるようなニュースも飛び込んできております

が、全国的な傾向として増えているのか、また減少しているのか、また瑞穂市だけが増加して

いるのか、その点についてお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 山本企画部長。 

○企画部長（山本康義君） 議員お見込みのとおり、昨年度のふるさと納税はコロナ禍の巣籠も

り需要と言っていますが影響もございまして、全国的に納税額が増加しました。今年度につき

ましては、全国的な納税額の推移は翌年度の７月に発表されますので、正確には今把握ができ

ませんが、コロナの制限も徐々に解除されつつあり、消費者のニーズも巣籠もり需要から外出

型消費へと戻りつつあるのが現状です。 

 全国旅行支援などによりまして、旅先の地域での消費還元がされるなどの影響もあり、寄附

額が減少している自治体もあると聞いているところです。私どものところは観光というよりも

市内の産物、物を推奨しておりますので、それほど影響はないというふうに見ておりますので、

いかに市内の産物を売り込むかというところで安定はしているのではないかなというふうに見

ております。以上です。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） 全国的に増えておる、減少しているところもあるというような答弁で、

瑞穂市はそんなに影響がないというようなことでございますが、瑞穂市のふるさと納税が好調

な理由、人気のある記念品をお聞きいたします。また、新たな記念品についてどのように探し

ておられるのかもお聞きします。 
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 ちなみに、新聞の記事によりますと最近観光地のある自治体では、旅先でふるさと納税をす

ると、返礼品として納税額の３割程度の電子商品券をもらえると。いわゆる旅先納税を導入す

る自治体が全国的に広がりつつあるということを聞いております。 

 旅先納税について、どのように感じておられるのかについてもお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 山本企画部長。 

○企画部長（山本康義君） まずふるさと納税におきましては、全国的では返礼品と呼んでおり

ますが、私ども瑞穂市は記念品と呼んでおりますので、同じ意味を指していることで御理解願

いたいと思います。 

 好調な理由につきましてでございます。先般、新聞報道にて取り上げていただきましたとお

り、幅広い記念品をそろえております。同じ記念品でもグループ化した商品といいますか、記

念品を作っております。そのグループを組合せを変えるなどの設定変更ですね、寄附者を飽き

させない工夫というのも新鮮さを感じていただける工夫としてやっております。 

 次に、人気の商品、記念品につきましてですが、健康志向の需要もございまして豆乳関連の

商品が１番となっております。これは豆乳は重たいんですよね。ですので、戸口に玄関先まで

配達してくれるふるさと納税というので便利であるということで、大変人気となっています。 

 新たな記念品を発掘する方法でございますが、新規事業者の発掘につきましては、新聞とか

フリーペーパーなどで出店者の情報収集を行っております。職員が直接、私どもの総合政策課

では営業活動と呼んでおりますが、営業活動を行うなどとしております。 

 また、既存事業者については、中間委託事業者を通しましてほかに出品できる商品がないか

など聞き取りを行い、他市町での人気記念品などの情報を共有いたしまして新規記念品の掲載

につなげております。それ以外にも事業者側からの提案もあります。記念品としての登録がで

きるのか、掲載は問題はないのかという可否についてなど相談を受けておりまして、価格設定

など他自治体の返礼品との比較検討も行っております。 

 例えば全国的に走っておりますので、同じ商品のラインナップが並ぶときがあるんです。そ

のとき一円でも多く返礼されるというものをどうやってつくるかというところが、その市内の

業者さんとの調整になります。それによって、こちらのほうが、瑞穂市さんのものがいいよね

と分かっていただいた方が多く申し込んでくれるということになります。 

 旅行先で使える電子商品券につきましては、宿泊施設もなく観光資源に弱い当市におきまし

ては、寄附金額の増加に大きくつながるものとはなかなか難しいものと考えております。寄附

に対する記念品として電子商品券の導入を検討している自治体も増えてきているとの情報もあ

ります。ふるさと納税で寄附をされた方への記念品の選択肢が１つ増えるということは寄附者

にとっては大変なメリットがありますので、電子商品券の導入についても前向きに検討してい

きたいと考えているところでございます。以上でございます。 
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〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） ありがとうございます。 

 ふるさと納税と言えば11月、12月には最後の駆け込み納税というようなことで寄附額が増加

するような傾向にあると思います。当市においてもオリジナルの商品開発を進めていただき、

返礼品の品目数や事業者数の増加を図っていただき、タイミングのよいＰＲなども行っていた

だくようお願いいたします。 

 次に、ふるさと納税の基金の積立てということですが、まずふるさと納税、これ７億7,800

万円の寄附があると。そのうち実質的に収入となるのが約３割ほどということで、２億3,300

万円程度が実質の収入となるというふうに予測されます。その基金の積立てということで、今

年度末にはどの程度の残高になってくるのか、その点についてお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 石田総務部長。 

○総務部長（石田博文君） 議員の御質問にお答えいたします。 

 ふるさと応援基金の令和３年度末の現在高は、21億3,731万7,599円となりました。令和４年

度におきましては、今定例議会に提出しております一般会計補正予算案に計上させていただい

ております分も合わせまして、基金から繰入れを６億6,383万3,000円、基金への積立てを７億

7,800万円と予算計上しておりますので、今年度末の残高は現時点で約22億5,100万円と見込ん

でおります。以上でございます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） このようにふるさと納税が増えて22億5,100万円というようなお答えが

ありました。現在のこの基金への積立て方をしていくと残高が増えていくばかりということで、

その活用が少ないのではないかなというふうに思いますが、ふるさと納税基金を有効に活用す

ることに対して、どのように考えておられるのか。また、その納税された方がその使い道を選

ぶようになっており、インターネットでも選べる使い道として多くの事業が紹介されておりま

す。 

 しかし、ほとんどの方々は使途への意思表明がないようなものと感じております。インター

ネットでも、市長が必要と認める事業として幾つかの事業が紹介されておりますが、それら以

外に市長の裁量で有効に活用できるように提案をいたしますが、そのようなお考えがあるのか

お聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 石田総務部長。 

○総務部長（石田博文君） 議員御指摘のとおり、ここ２年間における残高の推移を見ますと大

きく増え続けております。 



－２０３－ 

 令和３年度におきましては約６億6,000万円の積立てに対し、繰入れは約１億3,100万円でし

たので、残高は約５億2,900万円増加しました。令和２年度におきましても、約３億9,900万円

増加しており、積立額が繰入額を大きく上回る傾向が続いておりました。結果としてさきに述

べましたように、令和３年度末の残高が21億円を超える状況となっております。 

 生まれ故郷や応援したい自治体に寄附ができるという制度の趣旨に鑑み、貴重な財源として

積極的に活用すべきものと考えておりますので、今年度におきましては、さきに述べましたよ

うに、昨年度に比べて約５億3,300万円多い約６億6,400万円の繰入れを予定しております。 

 寄附金の使い道につきましては、安全で快適なまちづくり事業など大きく８つの項目を定め

ておりまして、御寄附をいただく際に使い道を選択いただく仕組みとなっておりますので、こ

の使い道に沿った活用を原則としております。使い道の項目の中には、その他市長が必要と認

める事業という項目もございまして、この項目を選択される寄附が一番多くなっておりますの

で、結果として、市長の裁量で有効に活用できている部分が多くなっているものと考えており

ます。 

 財政調整基金や公共施設整備基金の残高が減少傾向にある中、下水道整備などの大型事業が

始まった当市の財政状況はますます厳しくなるものと予想がされます。ふるさと応援基金は、

これらの基金に替わる貴重な財源の一部としてある程度の残高を維持しつつ、今後も積極的に

活用していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） このふるさと納税について、市長の見解をお聞きしたいと思います。ど

のように、このふるさと納税を評価されておるのか。今後どのような使い道をされていくのか。

そこら辺を含めてよろしくお願いいたします。 

○議長（若井千尋君） 山本企画部長。 

○企画部長（山本康義君） 厳しい財政状況の中でございます。財産を維持するための財源の確

保としまして、様々な取組を今ここ数年行っているところです。例えばネーミングライツだと

か、広告付マット設置などの公共施設広告事業などがございます。ふるさと納税につきまして

は、令和２年度以降、毎年１億ほどの増となっております。各事業を進めるための大切な財源

の一つと考えております。 

 また、本市は市内企業数や特産品が決して多くではない中、ふるさと納税額が８億円に手が

届くところまで来たということは、担当職員が企業へ足を運び営業活動を行い、提案や工夫を

惜しみなく事業者と行った結果であり、大いに評価しているところでございます。記念品の開

発を通して市内企業と市役所が近くになったということは、非常に意義が大きいものと感じて

います。企業にとっては新しい開発分野の挑戦であり、私たち行政マンにとっては異業種交流
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といいますか、異業種さんたちと理解ができる一つの交流活動といいますか、異業種交流とな

っています。今後の瑞穂市の発展において、この若手職員の育成に大きな影響を与えるものと

して理解しているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） もう一度、市長の見解をお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 森市長。 

○市長（森 和之君） 森清一議員から、ふるさと納税についての御質問をいただいております。

瑞穂市のふるさと納税については、私も随分思い入れがございます。平成27年当時、私が企画

部長のときには年間259万円しかございませんでした。その後、ネットでの紹介するサイトを

進めてくるというような状況でございました。特にここ３年、４年間は、令和元年度は５億

2,277万円、昨年度が６億5,957万円、そして、今年が７億7,800万円ということで、この３年

間に２億5,000万円伸ばすことができました。 

 その中でも、今回また、このふるさと納税が好調であるということも新聞報道やそして週刊

誌などでも取り上げてもらいましたので、さらに上積みができるのではないかということも考

えております。このふるさと納税の東海地区の３県下のトップは岐阜県の関市になります。約

41億円ということですが、伝統地場産業がある市に比べて、瑞穂市の場合は、面積や事業者数、

そして特産品、市内での製造される製品などから、先ほど企画部長が申し上げましたとおり、

この８億円という数字は職員が本当によくやってくれている誇れる数字と評価をしております。 

 このふるさと納税は議員の皆様も御存じのとおり、地方交付税の基準財政収入額に算入され

るものではなく、地方交付税が減額されることもないということから、このふるさと納税には

特に力を入れていきたいということを思っております。 

 先ほど企画部長もお答えしました議員も御質問の中でありました旅行とのセットというのが

今話題となり、電子商品券となっております。これらについても来年度、そしてこの11月20日

には、中日ドラゴンズの打撃コーチとなられる和田さんの講演を行いました。その際において

も、中日ドラゴンズのドアラと何か市内の企業との商品でできないかということも現在進めて

おります。市内業者の皆さんの製造される製品にアンテナを高くして、これからも総合政策課

を中心として、このふるさと納税に力を入れていきたいという思いを持っておりますので、答

弁とさせていただきます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） ありがとうございます。 

 このふるさと納税というのは、本当に執行部の方が努力して営業して事業者を開拓して商品
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を開発して、そういうことで得られるお金と。本当に一般企業で言えば利益をいかに得るか、

そういうことにつながるので、私も非常にこれは努力して今後も進めていってほしいなと思っ

ていますので、よろしくお願いいたします。 

 次の質問に移ります。 

 ２つ目は、ＪＲ穂積駅周辺整備とＥｘＳｉｔｅサードプレイスについての質問です。 

 穂積駅周辺整備基本計画が策定され、10月14日には駅南地区の地権者説明会が開催されてい

ます。また、ＪＡぎふ穂積支店跡地暫定活用計画に基づき整備が進められているＪＡぎふ穂積

支店跡地の広場の部分の呼称が「ＥｘＳｉｔｅサードプレイス」と決定されたのは周知のとお

りです。その呼称がどのように決定されたのか、どんな意味合いがあるのかお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 山本企画部長。 

○企画部長（山本康義君） ＪＲ駅周辺まちづくり協議会ＥｘＳｉｔｅが会議の中で広場を将来

の基盤整備を見据えて暫定活用していく中で、市民や駅利用者が愛着を持って広場を活用して

いただけるようにと、暫定ではありますが願いを込めてつけた愛称となります。 

 ＪＲ穂積駅周辺まちづくり協議会ＥｘＳｉｔｅは御存じのとおり、前身がワイワイ会議とい

うもので、駅周辺をよりよい場所とするため、ほづみ夜市や弁当市などの活性化イベントやコ

ロナ禍における事業者支援、生活利便の向上のための取組として駅南金曜市の実施や一方通行

化社会実験などの取組を積極的に行っていただけるまちづくりの組織でございます。これらの

活動を通して市民の方々にも理解されてきました。このまちづくり組織の自主的な活動が市民

にとって有益なものとなって形として現れ、市民の皆さんの居場所として確立できるよう、そ

ういう思いを込めて愛称を決めていただきました。 

 サードプレイスの意味につきましては、ストレスの多い現代社会を生き抜くには、潤滑油の

役割を果たす場所が必要と考えております。第１の場所は家庭、第２の場所が職場、そのどち

らでもない第３のとびきり居心地のよい場所という意味が込めておりまして、市民、駅利用者

に親しんで利用していただきたいとの思いが込められた愛称ということでございます。以上で

す。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） ありがとうございます。 

 先般、行われました瑞穂市議会広聴・情報発信検討部会主催の朝日大学との意見交換会では、

朝日大学の学生から穂積駅周辺の活性化、魅力の向上というテーマで提案がありました。理想

の穂積駅像として、人々が滞在しにぎわいのある利便性に富んだ穂積駅、地域住民の方でふだ

ん電車を利用しない方も進んで足を運んでくれるような駅周辺、すなわち駅周辺に長時間滞留

できる施設や落ち着いて飲食ができるスペースとして、駅周辺施設の充実を求めています。 
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 執行部の方も傍聴されておられましたが、学生の提案をお聞きになりどのように感じられ、

今後どのように反映していくのかお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 山本企画部長。 

○企画部長（山本康義君） 朝日大学の学生の皆さんのような若い世代の方々が瑞穂市の玄関口

であり、重要拠点の一つであるＪＲ穂積駅周辺の活性化、魅力の向上をテーマに提案をいただ

けたことは、ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想に取り組んでいる我々といたしましてはとてもうれし

く感じると同時に、その提案にはとても示唆に富んだ内容が含まれていると聞かせていただき

ました。 

 駅周辺に長時間滞在するための施設がなく、休憩スペースもないことから、駅周辺施設の充

実というハード整備の課題、魅力を発信し、人々を呼び込むため、ＳＮＳを活用した情報発信

というソフトの充実などが今後必要とされるものと考えております。 

 現在、暫定活用計画に基づき、ＥｘＳｉｔｅサードプレイスの整備を進めております。今回

いただいた提案、飲食店や観光案内所、机や椅子が備えられた休憩スペースの設置といった内

容を今後の運営方法やテナント募集の際の参考にさせていただきたいと考えております。 

 また、ＳＮＳなどを活用した情報発信を円滑に行えるようＥｘＳｉｔｅサードプレイスには

公衆無線ＬＡＮであるＷｉ－Ｆｉ環境の整備も取り組んでいきたいと考えているところでござ

います。以上で答弁とさせていただきます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） ありがとうございます。 

 このＥｘＳｉｔｅサードプレイスは、穂積駅よりも少し西に位置しております。南の市道側

より入り、一般車が進入し、乗降場ロータリーと一時利用者の駐車場スペースがあり、その奥

には広場ができる計画になっています。一般の人の流れは南側の入り口からしか、また目的が

なければこのＥｘＳｉｔｅサードプレイスには立ち寄ることがないように思われますが、その

ような立地の中で、どのように穂積駅利用者をこの場所に呼び込んでいくのかお聞きいたしま

す。 

 また、どのように運営し、どのようなお店が入る広場となるのか、どのように人を集める場

所になるのかお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 山本企画部長。 

○企画部長（山本康義君） 議員が言われますように、南側からの駅利用者は、駅改札口からそ

のまま南へ向かう方が多いのが現状でございます。ＥｘＳｉｔｅサードプレイスへの呼び込み

方として、第１自転車駐車場南の道を西に向かわせるということが必要だと思います。現在、

拠点事務所というところがあるんですが、そこで拠点事務所の場所で金曜市を開催していただ



－２０７－ 

くなど検討を、まちづくり協議会ＥｘＳｉｔｅと会議を重ねながら検討していきたいと考えて

おります。 

 今まで南口を出たところに金曜市があったんですけれども、その下って西へ入る道のところ

に拠点事務所がある、そこで金曜市をやるということで、西へ西へお客さんを引っ張っていこ

うという作戦です。また、整備の中で、一般駐車場、乗降場ロータリーと広場スペース・テナ

ントショップの間に歩行者用の動線を設け、立ち寄りやすくなるよう計画しているところです。 

 運営に関しましては、まちづくり協議会ＥｘＳｉｔｅにて、ＥｘＳｉｔｅサードプレイスの

管理運営を検討しており、駅利用者が立ち寄りたくなるような夜市・弁当市などのにぎわいの

創出を展開し、人の集客を確保していきたいと考えております。 

 店舗には、にぎわい、交流を育むテナントショップとして、テークアウト専門店、物販等の

地域の活性化に資するテナントを誘致したいと考えております。 

 新型コロナウイルス感染症により、新たな生活様式への転換が求められる中、テレワーク、

ワーキングスペースを創出し、駅周辺での新たな生活様式への転換のきっかけづくりの場とし

て活用を考えているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） ありがとうございます。 

 ＥｘＳｉｔｅサードプレイスでは、年に数回のイベントの実施や日常的に人が集いやすい空

間として活用されることも検討されておられるようですが、イベント等の周知方法について、

先般の朝日大学の提案、すなわちＳＮＳを活用したＰＲという、そんな提案がございましたが、

これを踏まえ、どのようにお考えなのかお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 山本企画部長。 

○企画部長（山本康義君） 議員がおっしゃるように、ＥｘＳｉｔｅサードプレイスにおいてイ

ベントの開催や日常的に人が集まるような催しを実施することを検討しておるところです。 

 また、このような企画については、行政やＥｘＳｉｔｅが実施するだけでなく、広場に魅力

を感じた民間企業の方々や地域の方々などにも実施していただきたいと考えております。朝日

大学生さんの若い発想、自治会等の地元コミュニティーならではの発想など様々な方々にアイ

デアをいただくことで、年代階層に適したイベントの開催が可能となると考えているところで

す。 

 イベントの内容や取組によって、来場者は老若男女、様々な方々になることが予想されます。

開催するイベントの来場者、ターゲットとなる来場者をよく考え、このターゲットに適した広

報媒体を使い周知していくことが大切だと思っています。若い方はＳＮＳなんですけれども、

割と高齢の方は「広報みずほ」を通すとか、もう年齢階層に寄った媒体を使うということが今
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後の方向になるのではないかなと考えております。一本やりだけの広報では、各世代の落ちる

というところがありますので、情報が届かないところがあるということです。 

 特にＳＮＳに関しましては、利用者がネット上で発信していただける、いわゆるネット上で

の口コミをしていただけるということが強みだと思っております。口コミがしたくなるような

事業を企画させていただいて、その事業内容の情報が効率的に配信できるような研究をしてい

きたいと考えているところです。以上、答弁とさせていただきます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君にお伝えいたします。 

 まだ質問が12問ございますので簡潔に、執行部のほうも簡潔に答弁お願いします。 

○７番（森 清一君） ＥｘＳｉｔｅサードプレイスの整備スケジュールというのがあると思い

ますけれども、現在どのような状況であり、いつ完成し、いつから運用するのかお聞きいたし

ます。 

○議長（若井千尋君） 山本企画部長。 

○企画部長（山本康義君） 整備スケジュールにつきましては、駅周辺にぎわい創出施設整備工

事としまして、ユニットハウス・トイレの設置等を３月末までの完成予定としています。事務

所・ワーキングスペース・トイレにつきましては、来年４月から運用を予定しています。 

 また、ユニットハウス３店舗の活用につきましては、４月から５月に店舗の募集、審査等を

行いまして店舗を決定していきます。６月から７月は入っていただける店舗の準備期間として

位置づけます。８月より正式にＥｘＳｉｔｅサードプレイスの運用開始となります。運用開始

におきましては、セレモニー等の開催を考えているところでございます。以上です。 

○議長（若井千尋君） 桑原都市整備部長。 

○都市整備部長（桑原秀幸君） ＥｘＳｉｔｅサードプレイスに併設する一般車乗降場と一般車

駐車場は、駅周辺における基盤整備を実施するまでの間の暫定施設として駅周辺の安全・安心

な交通環境の改善に向けて整備を行うもので、既存施設と合わせた利用促進を図ることを目的

としております。 

 この暫定施設の整備につきましては、令和４年８月に敷地周辺の地権者などを対象とした地

元説明会を開催した後、敷地造成工事に着手し、現在も工事を進めているところです。この工

事では、工事着手後にＪＡぎふ穂積支店施設のコンクリート等の残留物や地下水が確認された

ため、それらに対する対策を実施したことにより、工事の一部に若干の遅れが生じているもの

の、工程等の見直しを行い、令和５年３月の完成に向けた施設整備を進めております。 

 こちらの一般車乗降場と一般車駐車場につきましては、乗降場が令和５年１月、駐車場のほ

うは令和５年４月の供用開始を予定しております。 

〔７番議員挙手〕 
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○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） ＥｘＳｉｔｅサードプレイスの工事が進んでいるわけですけれども、こ

の出入口周辺の交通安全の確保についてどのように考えておられるかお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 桑原都市整備部長。 

○都市整備部長（桑原秀幸君） ＥｘＳｉｔｅサードプレイスに併設します一般車乗降場と一般

車駐車場等の施設は、駅前広場を含む土地区画整理事業などの実施までの期間の暫定施設とし

て整備を行うもので、穂積駅周辺地域の抜本的な交通環境の改善に向けましては、土地区画整

理事業等による面的な整備が一番の解決策であると考えております。 

 したがいまして、暫定施設であるＥｘＳｉｔｅサードプレイスへのアクセスにつきましては、

現道をそのまま御利用いただくこととなりますが、施設の出入口は前面道路利用者の安全性に

配慮し、複数車両が並列して同時に出入りすることがないよう１か所にまとめるとともに、穂

積駅や駐車場等駅周辺施設を利用される方々の安全な歩行空間を確保していくための歩道や待

ち場の整備、夜間照明の設置などによりまして駅周辺地域の安全性を考慮した施設整備を進め

ています。 

 また、現在の駅前広場の乗降スペースや旧駅南公民館跡地に整備をしました市営穂積駅南駐

車場と連動して利用者の方々への適切な啓発と施設案内などを行うことにより、今よりも安全

に駅周辺の施設を御利用いただけるような対策を実施していきたいと考えております。以上で

ございます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） 次に、10月14日に駅南地区の地権者説明会が開催されたとのことですが、

南地区の地権者数と今後の進め方についてお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 桑原都市整備部長。 

○都市整備部長（桑原秀幸君） ＪＲ穂積駅周辺整備事業は、穂積駅周辺のまちづくりの指針と

なる基盤整備の基本的な方針とロードマップを定めた瑞穂市ＪＲ穂積駅周辺整備基本計画を令

和４年９月に策定し、事業化に向けた取組を進めております。 

 また、この基本計画では、優先的に整備するエリアの中の駅南側のエリアについては、駅前

広場への公共交通の乗り入れ状況等から、駅周辺整備による利便性の向上と魅力の創出への即

効性が高いため、早期に事業が促進できるような事業展開を図ることとしております。 

 この計画に基づきまして、同エリア内の駅南側の土地所有者など26件の方を対象に、令和４

年10月14日に地権者協議会の設置に向けた地権者説明会を開催し、穂積駅周辺の整備計画や事

業手法の一つである土地区画整理事業の仕組み、地権者協議会における検討内容などについて

説明を行いました。この地権者協議会につきましては、令和４年11月22日に第１回穂積駅南地
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区地権者協議会を開催し、同日付で協議会を設立したところでございます。今後は、この地権

者協議会におきまして、駅周辺のまちづくりの推進に関することや土地活用の検討などを進め

るなど、事業化に向けた合意形成を図っていきたいと考えております。以上でございます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） 駅南地区地権者協議会が設置され、そこでいろいろ協議されていくとい

う、そういうことで８番目の質問でございますが、その協議会の役割と地権者の意向確認など

はいつ頃までに取りまとめられるのか、簡単にお答え願います。 

○議長（若井千尋君） 桑原都市整備部長。 

○都市整備部長（桑原秀幸君） 穂積駅南地区地権者協議会は、基本計画に示されております優

先的に整備するエリアの中の駅南側エリア内の土地所有者などにより、令和４年11月22日に設

立されたものです。 

 この地権者協議会では、駅周辺のまちづくりの推進に関することや土地活用の検討、市及び

諸団体との協議・調整・情報公開に関することなどの活動を行うとともに、事業計画に対する

検討協議や事業化に向けた合意形成を図っていきたいと考えております。 

 具体的には、整備手法の一つである土地区画整理事業を活用した行政手法による基盤整備の

検討を進める中で、この土地区画整理事業は道路などの基盤を整備するための手法にすぎませ

んので、基盤整備後の土地活用や将来に向けてどのようなまちをつくっていくかなどについて、

主役となる地権者の皆様などと共に検討を進めていく必要があることから、地権者協議会では、

土地区画整理事業などの仕組みなどを知るための勉強会からスタートし、将来に向けたまちづ

くりや生活設計等を考えることへと段階的に取組を進め、御意向を確認しながら目指すべき駅

周辺のまちづくりを実現していくための計画を策定しております。 

 この地権者協議会はスタートしたばかりで、現在まちづくりについての理解度を高めている

段階ですが、様々な意見交換や御意向の確認など行いながら、駅周辺のまちづくりの実現に向

けて継続的に取組を進めていく予定です。 

 また、地権者協議会を欠席された方々に対しましては会議の資料をお届けするとともに、協

議会への参画を促すような声かけなどを行っておりますので、今後も事業をスムーズに推進す

るための取組を実施していきたいと考えております。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） ありがとうございます。 

 都市計画決定についてですが、公共下水道事業も都市計画決定を行って進めていますし、駅

周辺整備も都市計画決定の上進めることになると思います。都市計画決定を行って進めるメリ
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ット、そして地権者の承諾がどのくらいの割合が必要であるのか、順調に進んだらいつ頃にな

るのかお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 桑原都市整備部長。 

○都市整備部長（桑原秀幸君） ＪＲ穂積駅周辺整備事業では、整備手法が様々ある中で、その

一つである土地区画整理事業等による公共団体施行として、市が事業主体となり、市施行によ

る基盤整備を推進したいと考えております。 

 市が事業主体となって施行する公共団体施行の土地区画整理事業については、都市計画決定

された施行区域についてのみ事業を行うことができることとなっておりますので、都市計画手

続は必ず必要であり、都市計画事業として事業を実施していくこととなります。 

 また、都市計画事業として認可等を受けて施行する事業につきましては、交付金等の補助や

起債制度による交付税措置など国からの財政支援制度を活用することが可能となりますので、

これらの支援を最大限に活用して財源の確保に努めていきたいと考えております。以上です。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） ありがとうございます。 

 このように公共下水道事業、駅周辺整備、また都市公園整備など都市計画決定を行い、課題

である基盤整備を早期に進めるためには財源が必要となります。整備するエリア、事業を明確

にした上での財源確保についてお考えがあるのかお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 石田総務部長。 

○総務部長（石田博文君） 議員の御質問にお答えいたします。 

 大規模な公共事業を実施する場合は、相当の財源の確保が必要であることは言うまでもあり

ません。財政負担が一気に集中することがないように平準化させるためには、まず全体の事業

費の年度ごとの事業費を把握する必要があります。その上で国の補助金や基金の繰入れ、市債

の発行などによる財源をどのように活用するのかを検討することとなります。 

 また、一つの方法としたしまして、都市計画決定を行い、整備する事業に対して都市計画税

というものもあります。当市におきましては、ＪＲ穂積駅周辺整備事業のほかにも公共下水道

瑞穂処理区事業や新庁舎建設事業といった大型事業がございますので、これらの事業も含め、

全体事業費による長期的な財政シミュレーションを行い、財源確保について検討していきたい

と考えております。以上でございます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） ぜひ大きな金がかかるという事業でありますので、財源の確保には十分

検討しながら進めていただきたいなと思います。 
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 じゃあ、次に、このＪＲ穂積駅周辺整備とＥｘＳｉｔｅサードプレイスについて、市長のお

考え、どのような見解なのかお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 森市長。 

○市長（森 和之君） 森清一議員から、ＥｘＳｉｔｅサードプレイスの御質問ですが、家庭、

職場でもない、とびきり心地のよい場所という意味で、この施設、暫定施設とはなりますが、

よいネーミングをつけていただいたと思っております。 

 私の思いは、このＪＡぎふ穂積支店用地を交渉するときの、その思い出が強く残っておりま

す。振り返るとここまで来たか、そしてまだまだこれからが大切な時期だと思います。 

 このＥｘＳｉｔｅサードプレイスには、議員の御指摘のとおり、交通の出入口である交通誘

導といいますか、そちらに向かう出入口の付近の誘導が必要となります。地権者の交渉等もあ

りますが、現状のままオープンしていくものとなると考えています。 

 私からは、このＥｘＳｉｔｅサードプレイスに人が集まるようにしていきたいということで、

10月12日に清流の国文化芸術フォーラムに参加した際に、アートが地域課題を解決する手段と

して、人が集まるアートなどで、そのＥｘＳｉｔｅサードプレイスについても新しい価値観な

どを取り入れながら活性化に向けて、このＥｘＳｉｔｅサードプレイスを活用していきたいと

いうことを思っておりますので、答弁とさせていただきます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） ありがとうございます。 

 このＥｘＳｉｔｅサードプレイスを家庭でもない、職場でもない、第３のとびきり居心地の

よいわくわくするような場にしていただくようにお願いいたしまして、次の質問に行きたいと

思います。 

 ３つ目の質問ですが、瑞穂市ウオーキングコースの安全確保についてでございます。 

 ウオーキングのまちを目指す当市において、10月15、16日に市制20周年プレイベントとして

瑞穂市清流長良川100kmウォークが開催され、幸い好天にも恵まれ無事に終わり、今後にもつ

ながるイベントとなりました。 

 また、教育委員会においては、瑞穂市ウオーキングコースが瑞穂市スポーツ推進委員の協力

の下、市内７小学校区ごとに数か所程度、合計19のコースが設定されました。その19か所のウ

オーキングコースは、市民にどのように周知されているのかお聞きいたします。 

○議長（若井千尋君） 佐藤教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（佐藤雅人君） 令和４年第３回瑞穂市議会定例会の藤橋直樹議員の一般

質問で、このウオーキングコースを市民の皆さんにＰＲすべく、コース図の印刷に着手してお

り、年度内に全戸配付させていただく予定で進めておりますと答弁させていただき、「広報み
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ずほ」11月号に挟み込みで配付をいたしました。そして、現在ホームページでも周知できるよ

うに進めているところであります。 

 今後も、瑞穂市第２次総合計画に掲げております週１回以上のスポーツ実施率の令和７年度

目標値60％、令和12年度目標値65％の達成に向けてコースの周知とウオーキングの啓発を引き

続き行ってまいりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。以上となり

ます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） ありがとうございます。 

 このウオーキングコースのマップが「広報みずほ」の11月号に同時に配付されたという、そ

ういうことで、またホームページでも今後開示されていくという、そういうことでぜひＰＲを

しっかりとしていただいて、ウオーキングを皆さんに楽しんでいただきたいなと思います。 

 ただ、ウオーキングをするためには安全の確保も必要となってくると思います。 

 そこで、次の質問ですが、当市には大小18本の１級河川が流れています。河川堤防の道路は

車道であったり、通学路であったり、またウオーキングなどの散策路であったりして、多くの

地域住民の生活に密着した場所となっています。その堤防道路の多くが瑞穂市ウオーキングコ

ースに設定され、そんな自然豊かな中を歩くことは心も体も健康になることと思います。 

 しかし、昨今の地球温暖化や多雨などの異常気象により、堤防にはすぐに草木が繁茂し、特

にのり肩部では背丈ほども伸びて通行の妨げになっているばかりでなく、通行人の安全を脅か

し、また河川監視の妨げにもなっております。 

 そこでお聞きいたします。 

 河川堤防の草刈り管理作業はどの管轄で、どの程度の頻度で実施されているのかお聞きいた

します。 

○議長（若井千尋君） 桑原都市整備部長。 

○都市整備部長（桑原秀幸君） 市内には大小18本の１級河川が流れており、１級河川の堤防に

つきましては、国土交通省の管轄と岐阜県の管轄する部分に分けられます。堤防除草の目的は、

洪水による災害の発生の防止のため、目視による点検を実施しているもので、国土交通省の管

轄する箇所は国土交通省の木曽川上流河川事務所にて５月から７月、９月から11月の年２回の

除草工事を毎年実施されております。 

 また、岐阜県の管轄する箇所につきましては、岐阜土木事務所から委託業務により瑞穂市に

て年１回の除草工事を実施しております。全ての河川堤防ではありませんが、大半の堤防天端

について、各管理者から市が占用し、市道として利用するため、路線認定をしております。こ

のように、占用している箇所の堤防天端と路肩１メートル部分については、占用者である者の
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管理区域となりますので、市において国及び県の除草作業と併せて路肩部分の除草工事につい

て実施をしております。 

 また、草木の繁茂により死角ができて危険となる交差点、通学路や散歩コースとして多くの

方が通行される堤防道路の路肩１メートルにおいて、緊急堤防道路除草工事にて年１回実施を

しております。さらに、令和３年度と４年度に１名ずつ計２名の会計年度任用職員を雇用し、

夏場などの草木の繁茂が著しい時期には、ピンポイントで除草作業を実施し、河川環境の保全

に努めておるところでございます。以上でございます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） 河川堤防の草刈り管理作業は定期的に行われていると。また、あと必要

なところはピンポイントでやっているという、そういうお答えだと思いますが、特にのり肩部

の草刈りについては、今後追加でコースの草刈り管理作業を行われるのかお答え願います。 

○議長（若井千尋君） 桑原都市整備部長。 

○都市整備部長（桑原秀幸君） 先ほど答弁させていただいたとおりになりますが、通常の堤防

除草に加え、草木の繁茂により死角ができて危険となる交差点などは、堤防道路路肩１メート

ルを含めまして緊急堤防道路除草工事にて年１回の実施、また会計年度職員によってピンポイ

ントで除草工事を現在もしております。 

 来年度には、瑞穂市ウオーキングコースとして指定された堤防道路の路肩除草工事の追加や

除草作業に必要となる備品の購入を検討するなど、堤防道路を利用される市民の方々により一

層の安全確保及び健康増進に努めてまいりたいと考えております。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） ありがとうございます。 

 堤防道路でもう一つのウオーキングの妨げになっているのが舗装のひび割れとか剥がれです。

これは健康づくりのためのウオーキングの最中に、この道路の不備によってけがをしてしまう

と。それは本意ではありません。 

 そこで、堤防道路舗装のひび割れや剥がれについて修繕されるお考えがあるのかお聞きいた

します。 

○議長（若井千尋君） 桑原都市整備部長。 

○都市整備部長（桑原秀幸君） 市内の道路につきましては、現在も職員が通勤時や工事現場な

どへの往復の際に気づいた箇所を報告し、修繕対応を行っております。また、会計年度任用職

員によって定期的に市内全域の道路パトロールを実施しており、堤防道路についても実施を行

っております。パトロール時に陥没やクラックなどを発見した場合は、その都度補修用合材に
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て対応しておりますが、補修用合材では対応が困難である場合や広範囲にわたる場合には、業

者へ舗装補修工事を依頼し、市民の方々が安全に通行していただけるよう随時補修対応をして

おります。 

 このように随時対応しておりますが、堤防道路に陥没、クラックなどの異常を発見された場

合には、引き続き都市管理課まで御連絡をお願いしたいと考えております。以上でございます。 

〔７番議員挙手〕 

○議長（若井千尋君） 森清一君。 

○７番（森 清一君） ありがとうございます。 

 森市長が目指す健幸都市みずほ、またウオーキングのまちを目指す当市としてせっかく設定

していただいたウオーキングコースを安全で快適な状況で利用していただくためにも、けがな

どのないようコースの安全対策をしていただくとともに、ウオーキングコースで迷わないよう

なためにも案内板や道しるべなどを設置していただくようお願いいたします。 

 また、ウオーキングコースの近隣都市公園には、新たに健康遊具が設置されていると思いま

す。ぜひ活用していただくよう、しっかりとＰＲをしていただくよう重ねてお願いいたします。 

 最後になりますが、一般質問初日に広瀬守克議員の質問に対し、森市長が来年４月の市長選

に向け出馬の表明をされ、その熱い思いがひしひしと伝わってまいりました。私も創緑会の一

員として市長をお支えすることをお伝えし、私の質問を終わります。 

 最後まで傍聴し、またユーチューブ等で視聴していただいている皆様、ありがとうございま

した。以上で終わります。 

○議長（若井千尋君） ７番 森清一君の質問を終わります。 

 以上で本日に予定をしておりました一般質問は全部終了しました。最後まで傍聴いただきま

してありがとうございました。 

 議事の都合により暫時休憩します。 

休憩 午前11時02分  

再開 午前11時12分  

○議長（若井千尋君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第３ 議案第82号について（提案説明） 

○議長（若井千尋君） 日程第３、議案第82号令和４年度瑞穂市一般会計補正予算（第８号）を

議題とします。 

 提出議案について提案理由の説明を求めます。 

 市長 森和之君。 

○市長（森 和之君） それでは、１件追加議案の提案について説明をさせていただきます。 
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 議案第82号令和４年度瑞穂市一般会計補正予算（第８号）であります。 

 地方自治法第218条第１項の規定により、議会に提出するもので、歳入歳出予算の総額にそ

れぞれ8,476万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ224億7,801万8,000円とする

ものであります。 

 歳出としては、民生費で出産・子育て応援交付金事業として8,476万4,000円増額するもので

あります。 

 歳入としましては、国庫支出金の出産・子育て応援交付金事業補助金を5,650万9,000円、県

支出金の出産・子育て応援交付金事業県補助金を1,412万7,000円、繰入金の財政調整基金繰入

金を1,412万8,000円増額するものであります。 

 以上、１件の追加議案につきましての概要を説明させていただきましたが、よろしく御審議

を賜りまして、適切なる御決定をいただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（若井千尋君） これで提案理由の説明を終わります。 

 お諮りします。本日の会議はこれにて延会したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（若井千尋君） 異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決定し

ました。 

 本日はこれで延会いたします。 

延会 午前11時14分  


